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本
稿
の
目
的
は
、
精
神
科
作
業
療
法
職
の
専
門
分
化
過
程
に
関

す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
四
○
年
の
作
業
療
法
士
及
び
理

学
療
法
士
法
制
定
に
よ
る
資
格
化
に
伴
う
医
療
現
場
（
特
に
従
事

者
の
職
務
遂
行
）
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
身
分
法
制
定
以
前
に
精
神
科
領
域
で
実
施

さ
れ
た
作
業
を
取
り
入
れ
た
療
法
に
関
す
る
文
献
は
、
執
筆
者
の

点
か
ら
次
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
（
一
）
医
師
、
（
二
）

法
制
定
以
前
か
ら
の
従
事
者
、
（
三
）
現
職
作
業
療
法
士
、
で
あ

る
。
（
一
）
の
例
で
は
、
臺
が
昭
和
二
八
年
の
松
沢
病
院
に
お
け

る
慢
性
病
棟
女
子
患
者
（
一
二
○
名
）
の
症
例
を
取
り
上
げ
て
い

る
。
入
院
生
活
の
自
立
性
と
作
業
へ
の
取
り
組
み
の
積
極
性
の
二

点
か
ら
治
療
効
果
を
捉
え
る
と
、
作
業
治
療
導
入
半
年
後
に
患
者

35

精
神
科
作
業
療
法
職
の
専
門
分
化
過
程
の

考
察
（
ご
ｌ
昭
和
四
○
年
の
資
格
化
に
伴
う

職
務
へ
の
影
響

柳
田
純
子

状
態
の
改
善
傾
向
が
見
ら
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
医
師
と
と

も
に
治
療
に
従
事
し
た
看
護
職
と
作
業
指
導
員
の
職
務
に
関
す
る

記
述
も
あ
る
が
、
彼
ら
の
職
業
意
識
ま
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な

い
○

次
に
（
二
）
で
は
、
ま
ず
看
護
職
の
立
場
か
ら
の
実
践
報
告
が

見
ら
れ
、
看
護
者
は
患
者
の
生
活
指
導
や
遊
び
治
療
と
並
行
し

て
、
集
団
ま
た
は
小
集
団
で
の
作
業
実
施
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
昭
和
二
八
年
に
関
東
地
区
精
神
科
看
護
懇
話
会

（
現
日
本
精
神
科
看
護
技
術
協
会
）
が
設
立
さ
れ
て
以
降
実
践
報
告

の
場
が
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
昭
和
三
九
年
の
「
生
活

療
法
専
任
者
の
集
い
」
が
、
翌
年
「
精
神
科
オ
キ
ュ
ペ
イ
シ
ョ
ナ

ル
セ
ラ
ピ
イ
協
会
」
（
現
精
神
科
作
業
療
法
協
会
）
と
し
て
設
立
さ

れ
た
。
そ
の
活
動
の
な
か
で
身
分
法
制
定
以
前
の
従
事
者
に
対
す

る
作
業
療
法
士
国
家
試
験
の
受
験
資
格
付
与
の
た
め
に
特
例
講
習

会
措
置
を
法
律
の
付
帯
決
議
と
し
て
実
現
さ
せ
た
。
文
献
に
よ
れ

ば
新
職
種
導
入
が
急
速
に
行
わ
れ
て
い
き
、
新
旧
従
事
者
間
の
接

点
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
（
三
）
で
は
、
現
職
作
業
療
法
士
の
現
状
と
課
題
を
考
察

す
る
際
歴
史
を
振
り
返
る
場
合
に
見
ら
れ
る
。
従
来
の
作
業
治
療
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が
生
活
療
法
の
な
か
で
形
骸
化
し
て
い
た
と
い
う
見
解
も
あ
り
、

新
た
に
導
入
さ
れ
た
専
門
職
と
し
て
の
立
場
が
取
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
に
先
だ
っ
て
、
柳
田
は
身
分
法
制
定
以
前
か
ら
の
従
事
者

と
し
て
の
精
神
科
看
護
職
に
焦
点
を
当
て
、
鈴
木
ツ
ヤ
氏
（
昭
和

二
三
～
五
四
年
松
沢
病
院
勤
務
）
及
び
羽
生
り
つ
氏
（
昭
和
二
○
～

五
○
年
武
蔵
療
養
所
勤
務
）
に
よ
る
各
々
の
著
作
物
記
述
に
見
ら

れ
る
職
業
意
識
を
専
門
職
意
識
（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
）
の

観
点
か
ら
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
精
神
科
領
域
の
作
業
療
法
職

の
専
門
分
化
に
対
し
て
鈴
木
氏
が
否
定
的
だ
っ
た
の
は
専
門
職
意

識
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
倫
理
性
（
公
共
の
利
益
の
重
視
）
が

関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。

従
来
、
作
業
療
法
士
及
び
理
学
療
法
士
法
制
定
の
経
緯
や
国
家

資
格
化
の
ね
ら
い
に
関
し
て
、
医
師
と
作
業
療
法
士
の
立
場
か
ら

述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
法
制
定
以
前
の
従
事
者
の
職

場
状
況
や
職
業
意
識
を
理
解
す
る
こ
と
も
専
門
分
化
過
程
に
お
け

る
身
分
法
制
定
の
歴
史
的
意
味
を
捉
え
る
う
え
で
必
要
と
考
え
ら

れ
る
。本

槁
で
は
、
身
分
法
制
定
が
医
療
現
場
の
従
事
者
の
職
務
に
及

ぼ
し
た
影
響
の
一
端
を
考
察
す
る
た
め
、
法
制
定
以
前
と
以
後
の

従
事
者
か
ら
の
聴
き
取
り
を
実
施
し
た
。
回
答
者
Ａ
氏
（
男
性
）

は
四
年
制
大
学
で
教
育
学
専
攻
後
、
昭
和
三
五
年
以
降
武
蔵
療
養

所
で
生
活
療
法
を
実
践
し
、
Ｂ
氏
（
女
性
）
は
作
業
療
法
士
養
成

校
卒
業
後
資
格
取
得
し
昭
和
四
四
年
に
松
沢
病
院
に
入
職
し
た
。

両
者
で
職
場
の
違
い
は
あ
る
が
、
法
制
定
の
前
と
後
と
で
従
事
者

が
自
己
の
職
務
を
ど
う
捉
え
て
遂
行
し
て
い
た
か
を
理
解
す
る
う

え
で
両
者
の
考
え
の
特
徴
を
以
下
に
抽
出
す
る
。

第
一
に
作
業
内
容
に
関
し
て
、
Ａ
氏
は
本
格
的
な
作
業
に
よ
る

成
果
を
重
視
し
て
い
た
。
一
方
Ｂ
氏
は
作
業
過
程
を
重
視
し
、
作

業
の
指
示
イ
コ
ー
ル
作
業
療
法
の
指
示
で
は
な
い
と
考
え
て
い

た
。
第
二
に
作
業
対
象
者
に
関
し
て
、
Ａ
氏
は
集
団
を
対
象
と
し

た
が
、
作
業
を
充
て
る
際
に
患
者
の
性
格
や
状
態
を
考
慮
し
て
い

た
。
一
方
Ｂ
氏
は
個
人
を
対
象
と
し
て
そ
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
作

業
を
充
て
る
こ
と
に
努
め
、
こ
の
考
え
が
作
業
内
容
に
対
す
る
考

え
方
と
と
も
に
従
来
の
方
法
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
職
場
で
直

面
し
た
。

（
順
天
堂
大
学
医
学
部
医
史
学
研
究
室
）


